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平成２８年度 

寺泊老人ホーム組合における人事行政の運営等の状況 

 

 「寺泊老人ホーム組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、寺泊老人

ホーム組合の職員の任用、給与、服務や勤務条件など人事行政の前年度の運営状況について

お知らせいたします。 

 なお、特に説明書きのない場合、数値は平成２８年度のものです。 

 

 

１ 職員の任免及び職員数の状況 

 

 (1) 職種別採用者数・・・・・採用なし 

 

 (2) 事由別退職者数・・・・・退職なし 

 

 (3) 再任用職員の任免 

   ア 採用者数 

     平成 28年４月１日採用 平成 29年４月１日採用 

再任用者（フルタイム） １人 １人 

   イ 退職者数 

平成 28年度退職者数（フルタイム） ０人 

 

 (4) ４月１日現在の男女別の職員数 

平成 28年４月１日現在 ２２人（男１１人 ・ 女１１人） 

平成 29年４月１日現在 ２２人（男１１人 ・ 女１１人） 

 

 (5) 職員数の推移                     （各年４月１日現在） 

区 分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

職員数 ２４人 ２４人 ２４人 ２４人 ２２人 ２２人 

増 減   ０人  ０人  ０人 △２人  ０人 

 

 

 (6) 部門別職員数の状況                  （各年４月１日現在） 

区 分 
職 員 数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成 28年 平成 29年 

一般行政部門 １７人 １７人 ０人  

技能労務部門  ５人  ５人 ０人  

合  計 ２２人 ２２人 ０人  
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 (7) 年齢別職員構成                  （平成 29年４月１日現在） 

区分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

計 

職員

数 

人 

0 

人 

0 

人 

0 

人 

2 

人 

3 

人 

6 

人 

1 

人 

2 

人 

5 

人 

1 

人 

2 

人 

0 

人 

22 

 

 

２ 職員の給与の状況 

 

１ 総括 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
歳 出 額 

A 

実質収支 人 件 費 

B 

人件費率 

B／A 

27年度の 

人件比率 

28年度 
千円 

321,608 

千円 

11,946 

千円 

158,334 

％ 

49.2 

％ 

49.3 

 

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

A 

給  与  費 一人当たり給与費 

B／A 給 料 職員手当 期末・勤勉手当  計 B 

28年度 
人 

22 

千円 

72,218 

千円 

12,980 

千円 

26,117 

千円 

111,315 

千円 

5,060 

  (注) １ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は、平成 28年４月１日現在の人数です。 

３ 給与費については、再任用職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。 

 

 (3) 特記事項 

  〔給与制度の総合的見直しの実施状況について〕 

   【概要】 国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２%の引下

げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。 

 

  ア 給料表の見直しの実施内容 

   （給料表の改定実施時期） 平成 27年４月１日 

   （内容） 一般行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均 1.0%引下げ。 

       若年層については、据置き。高齢層については最大 3.4%引下げ。激変緩和の

ため、３年間（平成 30年３月 31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。 

       他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 28年４月１日現在） 

  ア 一般行政職 

区   分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

寺泊老人ホーム組合 42.9歳 263,544円 308,439円 

長 岡 市 42.2歳 314,099円 386,228円 

新 潟 県 43.3歳 333,077円 409,695円 

  

  イ 技能労務職 

区   分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

寺泊老人ホーム組合 42.5歳 245,760円 281,323円 

長 岡 市 51.9歳 313,638円 335,390円 

新 潟 県 52.6歳 351,479円 392,652円 

  (注) １ 「平均給料月額」とは、28年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。 

     ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての 

      諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。 

  

(2) 職員の初任給の状況（平成 28年４月１日現在） 

区   分 寺泊老人ホーム組合 長 岡 市 国 

一般行政職 
大学卒 176,700円 176,700円 

総合職 181,200円 

一般職 176,700円 

高校卒 144,600円 144,600円 144,600円 

技能労務職 高校卒 142,000円 142,000円 142,000円 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成 28年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号給の給料月額 最高号給の給料月額 

１級 初級係員・中級係員 ３人 17.6％ 140,100円 246,100円 

２級 上級係員 ７人 41.2％ 190,200円 303,000円 

３級 係長・主任・副主任 ４人 23.5％ 226,400円 348,800円 

４級 副参事・係長 ２人 11.8％ 259,900円 379,800円 

５級 事務長 １人 5.9％ 286,200円 391,800円 

６級 所長   317,000円 409,000円 

  (注) １ 寺泊老人ホーム組合職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

     ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 
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４ 職員手当の状況 

 (1) 特殊勤務手当（平成 29年４月１日現在） 

支給実績（28年度決算） 1,656千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 184,000円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（28年度） 40.9％ 

手当の種類（手当数） ２種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 
支給実績 

(28年度決算) 

左記職員に対 

する支給単価 

夜間介護手当 介護職員 
夜間における入所
者の介護等の作業 

1,656千円 4,500円／回 

死体処理手当 死体を処理した職員 死体処理作業 0千円 1,400円／回 

 

 (2) その他の手当（平成 29年４月１日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 

国の制 

度との 

異同 

国の制度 

と異なる 

内容 

支給実績 

(28年度 

決算) 

支給職員１人 

当たり平均支 

給年額 

(28年度決算) 

扶養手当 

・扶養親族のある職員 

・配偶者 月額 13,000円 

配偶者以外の扶養親族 月額 6,500円 

（配偶者がない場合は 

そのうち１人は月額 11,000円） 

満 16歳の年度初めから満 22歳の年度末 

までの子１人につき月額 5,000円加算 

同じ 

 

1,445千円 206,357円 

住居手当 

・借家や借間に居住し月額 12,000 円を超

える家賃を支払っている職員 

・負担している家賃額に応じて月額 27,000

円を超えない範囲内で支給 

同じ 

 

540千円 270,000円 

通勤手当 

・電車・バス等（公共交通機関）利用する

職員に対し、負担している運賃の額に応じ

て月額 55,000円を超えない範囲内で支給 

・自動車等（交通用具）を使用する職員に 

対し、使用距離に応じて月額 31,600円を 

超えない範囲内で支給 

同じ 

 

1,487千円 82,600円 

管理職 

手当 

管理職員に対して職務の級等に応じて定額  

を支給 

 １月当たり 39,600円～41,600円 
異なる 

１月当たり 

49,600円 

  ～ 

130,300円 

  

時間外 

勤務手当 

正規の勤務時間以外に勤務した職員に、そ 

の時間帯などに応じて支給 

・勤務１時間当たりの支給額×1.25～1.6 

×勤務時間数 

同じ 

 

1,727千円 75,066円 

休日勤務

手当 

・祝日法による休日等に勤務した職員 

・勤務１時間当たりの支給額×1.35×勤務時間数 同じ 
 

3,574千円 155,382円 

夜間勤務

手当 

・正規の勤務時間として深夜に勤務した職員 

・勤務１時間当たりの支給額×0.25×勤務時間数 同じ 
 

710千円 78,920円 

宿日直 

手当 

宿日直勤務を行った職員 

・勤務１回につき 5,500円支給 異なる 
１回 

4,200円 545千円 77,785円 

期末勤勉 

手当 

6月及び 12月に勤務実績に応じて支給 

28年度支給率   期末手当 2.60月 

          勤勉手当 1.70月 

同じ 
 

26,117千円 1,135,502円 
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寒冷地 

手当 

・毎月 11月から翌年３月までにおいて長 

岡市に在勤する職員  

・世帯等の区分に応じて月額 7,360円～ 

17,800円支給 

同じ 

 

1,246千円 56,636円 

 

５ 特別職の報酬等の状況（平成 29年４月１日現在） 

区 分 報 酬 年 額 

管理者 30,000円 

副管理者 30,000円 

議長 25,000円 

副議長 25,000円 

議員 25,000円 

 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

 (1) 勤務時間、休憩時間の状況 

区  分 
勤 務 時 間 

休憩時間 
始業時刻 終業時刻 

一般行政職 
午前８時３０分 午後５時１５分 

正午～午後１時 
1週間当たり 38時間 45分 

 

 (2) 休暇の取得状況 

    （平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの取得状況） 

区  分 １人当たり平均取得日数 

年次休暇 ９．８日 

 

 (3) 育児休業及び部分休業の取得状況 

育児休業 
平成２７年度取得者 ０人 

平成２８年度取得者 ０人 

部分休業 
平成２７年度取得者 ０人 

平成２８年度取得者 ０人 

 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

 (1) 分限処分の件数及び処分事由 

      なし 

 

 (2) 懲戒処分の件数及び処分事由 

     なし 
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５ 職員の服務の状況 

 

 営利企業等の従事許可の申請者 

   なし 

 

 

６ 職員の研修の状況 

 

 (1) 職員研修の実施状況 

  ア 新潟県・その他の団体が主催する研修 

研   修   名 参加人数 

安全運転管理者講習会 １人 

高齢者福祉施設防火講習会 １人 

明日から役立つ！介護現場の人事育成 

～介護技術の指導方法～  
２人 

統一的な基準による地方公会計人関する研修 

（複式簿記及び仕訳・開始貸借対照表） 
２人 

バザー等の食品取扱責任者講習会 １人 

メンタルヘルス不調者への対応研修 １人 

認知症地域連携研修会 １人 

平成２８年度公務災害事務初任者研修会 １人 

安全衛生管理者向けメンタルヘルス研修会 １人 

介護支援専門員「専門研修過程Ⅰ」 １人 

社会福祉主事認定通信課程 １人 

技能労務職員研修 １人 

出納事務・決済事務基礎研修 １人 

新地方公会計事務研修 １人 

業務改善研修 １人 

統一的な基準による地方公会計に関する研修 

（財務書類の作成方法・財務書類の活用方法） 
１人 

平成２８年度訪問介護集団指導 １人 

プレゼンテーション（伝え方強化） １人 

コーチング １人 

リスクマネジメント １人 

 

  イ 施設独自研修 

研   修   名 参加人数 

衛生的手洗いの方法について ２３人 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

 (1) 健康診断の実施状況 

     定期健康診断  受診者数 ３２人（臨時職員含む） 

             〔うち、年２回受診者（夜勤従事者）１８人〕 

     人間ドック   受診者数 １０人（臨時職員含む） 

 

 (2) 公務災害及び通勤災害の発生件数 

     公務災害  １件 

 通勤災害  ０件 

 

 (3) 職員互助会について 

     寺泊老人ホーム組合を構成する養護老人ホーム寺泊老人ホームは互助会を 

    組織していますが、公費からの助成はありません。 

 

 

８ その他管理者が必要と認める事項 

 

なし 


